
仕
事
と
生
活
の

調
和
（
ワ
ー
ク
・

ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン

ス
）
の
た
め
に
、

厚
生
労
働
省
で
は
、

年
次
有
給
休
暇
を

取
得
し
や
す
い
環

境
整
備
を
促
進
す

る
た
め
、
平
成
二

十
六
年
度
か
ら

十

月
を
年
次
有
給
休

暇
取
得
促
進
期
間

と
し
て
い
ま
す
。

休
む
こ
と
は
、

従
業
員
の
心
身
の

疲
労
の
回
復
と
と

も
に
生
産
性
の
向

上
な
ど
企
業
に
と
っ

て
も
大
き
な
メ
リ
ッ

ト
が
あ
り
ま
す
。

仕
事
と
生
活
の
調

和
（
ワ
ー
ク
・
ラ

イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
）

の
実
現
の
た
め
に
、
労
働
時
間
や

休
日
数
、
年
次
有
給
休
暇
の
取
得

状
況
な
ど
、
従
業
員
の
健
康
と
生

活
に
配
慮
し
、
多
様
な
働
き
方
に

対
応
し
た
も
の
へ
改
善
す
る
こ
と

が
大
切
で
す
。

労
働
時
間
等
の
設
定
の
改
善
を

通
じ
た
「
仕
事
と
生
活
の
調
和
」

の
実
現
及
び
特
別
な
休
暇
制
度
の

普
及
促
進
に
関
す
る
意
識
調
査

（
平
成
二
十
八
年
）
で
は
、
平
成

二
十
七
年
の
年
次
有
給
休
暇
の
取

得
率
が
四
八
．
七
%
と
な
り
、
五

割
を
下
回
っ
て
い
る
状
況
で
す
。

年
次
有
給
休
暇
の
取
得
率
が
低

い
理
由
と
し
て
、
従
業
員
の
全
体

の
約
三
分
の
二
が
年
次
有
給
休
暇

の
取
得
に
た
め
ら
い
を
感
じ
て
い

ま
す
。

た
め
ら
い
を
感
じ
る
理
由
（
複

数
回
答
）
で
は
、
『
み
ん
な
に
迷

惑
が
掛
か
る
と
感
じ
る
か
ら
』
が

七
二
．
三
％
と
最
も
多
く
、
次
い

で
『
後
で
多
忙
に
な
る
か
ら
』
が

四
六
．
八
％
、
『
職
場
の
雰
囲
気

で
取
得
し
づ
ら
い
か
ら
』
が
三
一
．

六
％
、
『
上
司
が
い
い
顔
を
し
な

い
か
ら
』
が
一
五
．
二
％
、
『
昇

給
や
査
定
に
影
響
が
あ
る
か
ら
』

が
八
．
七
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

厚
生
労
働
省
は
、
働
き
方
・
休

み
方
を
変
え
る
第
一
歩
と
し
て
、

公
休
日
に
年
次
有
給
休
暇
を
一
日

組
み
合
わ
せ
て
連
続
休
暇
と
す
る

『
プ
ラ
ス
ワ
ン
休
暇
』
を
推
奨
し

て
い
ま
す
。

例
え
ば
、
土
日
や
祝
日
が
公
休

日
の
企
業
で
は
、
前
後
の
い
ず
れ

か
の
日
に
年
次
有
給
休
暇
を
取
得

さ
せ
る
と
、
最
大
連
続
四
日
の
休

み
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

（
図
参
照
）

こ
の
場
合
は
、
年
次
有
給
休
暇

の
計
画
的
付
与
制
度
（
※
）
を
利

用
す
る
こ
と
で
対
応
が
可
能
で
す
。

企
業
や
事
業
場
の
実
態
に
応
じ

た
次
の
よ
う
な
方
法
で
、
年
次
有

給
休
暇
の
計
画
的
付
与
制
度
を
導

入
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

一
、
企
業
ま
た
は
事
業
場
全
体
の

休
業
に
よ
る
一
斉
付
与
方
式

二
、
班
・
グ
ル
ー
プ
別
の
交
代
制

付
与
方
式

三
、
年
次
有
給
休
暇
付
与
計
画
表

に
よ
る
個
人
別
付
与
方
式

第98号 藤田社会保険労務士事務所だより 平成29年10月1日

第98号

発行所

藤田社会保険

労務士事務所

京都市伏見区

年
次
有
給
休
暇

取
得
促
進
期
間

年
次
有
給
休
暇

取
得
率
が
低
い
事
情

休
む
こ
と
の

メ
リ
ッ
ト

公
休
に
プ
ラ
ス
一
日

（※）年次有給休暇の付与日数のうち５日を除いた残りの日数について、
労使協定締結により、計画的に休暇取得日を割り振ることができる制度です。

（
図
）

平
成
二
十
九
年
十
月



全
国
労
働
衛
生
週
間
は
、
働
く

方
の
健
康
管
理
や
快
適
に
働
く
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
職
場
環
境
の

改
善
等
の
『
労
働
衛
生
』
に
関
す

る
意
識
を
高
め
、
各
職
場
で
の
自

主
的
な
活
動
を
促
し
て
、
働
く
方

の
健
康
を
確
保
す
る
こ
と
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
昭
和
二
十
五
年

か
ら
実
施
さ
れ
、
今
年
で
六
十
八

回
目
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
年
に
合
っ
た
ス
ロ
ー
ガ
ン

を
掲
げ
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
沿
っ
た

活
動
を
行
う
た
め
に
、
毎
年
九
月

一
日
か
ら
九
月
三
十
日
ま
で
を
準

備
期
間
、
十
月
一
日
か
ら
十
月
七

日
ま
で
を
本
週
間
と
し
て
い
ま
す
。

九
月
の
準
備
期
間
で
は
、
次
の

重
点
事
項
に
取
り
組
み
ま
す
。

①
治
療
と
仕
事
の
両
立
支
援
対
策

の
推
進

②
化
学
物
質
に
よ
る
健
康
障
害
防

止
対
策

③
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策

④
過
重
労
働
に
よ
る
健
康
障
害
防

止
の
た
め
の
総
合
対
策

⑤
そ
の
他

・
リ
ス
ク
ア
セ
ス
メ
ン
ト
や
リ
ス

ク
低
減
対
策

・
労
働
衛
生
教
育
な
ど
の
腰
痛
の

予
防
対
策

・
職
場
に
お
け
る
受
動
喫
煙
防
止

対
策

・
熱
中
症
予
防
対
策

・
石
綿
ば
く
露
防
止
対
策

十
月
の
本
週
間
で
は
、
次
の
事

項
を
取
り
組
み
ま
す
。

①
事
業
者
や
総
括
安
全
衛
生
管
理

者
に
よ
る
職
場
巡
視

②
労
働
衛
生
旗
の
掲
揚
、
ス
ロ
ー

ガ
ン
な
ど
の
掲
示

③
労
働
衛
生
に
関
す
る
優
良
職
場
、

功
績
者
な
ど
の
表
彰

④
有
害
物
の
漏
え
い
事
故
、
酸
素

欠
乏
症
な
ど
に
よ
る
事
故
な
ど
、

緊
急
時
の
災
害
を
想
定
し
た
実
地

訓
練
な
ど
の
実
施

⑤
労
働
衛
生
に
関
す
る
講
習
会
・

見
学
会
な
ど
の
開
催
、
作
文
・
写

真
・
標
語
な
ど
の
掲
示
、
そ
の
他

労
働
衛
生
の
意

識
高
揚
の
た
め

の
行
事
な
ど
の

実
施

一
日
～
七
日

○
全
国
労
働
衛
生
週
間
実
施
期
間

十
日

○
雇
用
保
険
被
保
険
者
資
格
取
得

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
採
用
し

た
労
働
者
が
い
る
場
合
）

［
公
共
職
業
安
定
所
］

○
労
働
保
険
一
括
有
期
事
業
開
始

届
の
提
出
（
前
月
以
降
に
一
括
有

期
事
業
を
開
始
し
て
い
る
場
合
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

三
十
一
日

○
労
働
者
死
傷
病
報
告
の
提
出

（
休
業
四
日
未
満
、
七
月
～
九
月

分
）

［
労
働
基
準
監
督
署
］

○
労
働
保
険
料
の
納
付
＜
延
納
第

二
期
分
（
口
座
振
替
を
利
用
し
な

い
場
合
）
［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
健
保
・
厚
年
保
険
料
の
納
付

［
郵
便
局
ま
た
は
銀
行
］

○
日
雇
健
保
印
紙
保
険
料
受
払
報

告
書
の
提
出
［
年
金
事
務
所
］

○
労
働
保
険
印
紙
保
険
料
納
付
・

納
付
計
器
使
用
状
況
報
告
書
の
提

出
［
公
共
職
業
安
定
所
］
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平
成
十
六
年
十
月
か
ら
毎
年
度

引
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
厚
生
年
金

保
険
料
率
は
、
今
年
度
で
固
定
化

さ
れ
ま
す
。

一
方
、
『
こ
ど
も
保
険
』
と
い

う
名
目
で
新
た
な
社
会
保
険
料
を

徴
収
す
る
案
が
浮
上
し
て
い
ま
す
。

（
ぎ
ん
）

藤田社会保険労務士事務所

e-mail
k-fujita@k-fujita-sr.com

URL http://k-fujita-sr.com

TEL・FAX 075-611-5300

〒612-8017
京都市伏見区桃山南大島町1-4-41-504

編
集
後
記

十
月
の
労
務
手
続

［
提
出
先
・
納
付
先
］

六
十
八
回
目
を
迎
え
ま
し
た

今
年
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

準
備
期
間
に
取
り
組
む重

点
事
項

本
週
間
に
取
り
組
み
た
い
事
項

厚生年金保険の保険料率が、平成2９年9月分（同年

10月納付分）から、0．１１８％（坑内員・船員は0．

１１６％）引き上げられます。

厚生年金基金にも加入しているときは、基金ごとに定

められている免除保険料率（２．４％～５．０％）を控

除した率となり、掛金等は基金ごとに異なります。

18.182％

【厚生年金保険料率（厚生年金基金加入者を除く）】

一般の被保険者等

坑内員・船員

平成29年9月分
（10月納付分）から現 行

18.184％

18.30％

18.30％


